
（別紙様式４－２）                                                 （特別支援学校用） 

（熊本県立菊池支援）学校 令和６年度（２０２４年度）学校評価表 

１ 学校教育目標 
障がいの状態や特性に応じた個別の教育プランを実践し、自立と社会参加できる力を育成する。 
 

 

２ 本年度の重点目標 
■児童生徒の命・人権を大切にし、児童生徒を中心とした学校 
 ア 児童生徒の命を守り、人権尊重を日々の教育実践の中で徹底し、職員相互で見つめ直し、児童

生徒の自立と社会参加に向け保護者とも共通理解を図り連携して取り組む。 
 イ 人権教育に関する研修を計画的に行い、同和問題に関する基本的認識を深めていく。児童生徒

理解に努め、児童生徒主体の学校づくり、いじめのない学校づくりを行う。 
 ウ 危機管理、学校保健及び学校安全の一層の充実を図る。諸対応においては、意義や方針を共有

し、学校組織として対応を職員一人一人が自覚し、日常的に行う。 
■根拠・専門性・創造性を持ち、一体となった確かな教育実践 
 エ 本校の教育実践の中で得てきたものを生かし、カリキュラム・マネジメントにより学部間で系

統性のある教育課程の改善を図る。また、指導と評価の一体化やＰＤＣＡサイクルによる授業
改善をよりシンプルなシステムで創造的に行う。 

 オ 自立活動は特別支援教育の土台となるべきものであるという共通認識のもと、実践研究を一層
推進し、自立活動に係る基本的指導力を学校が一体となって高める。また、その取組を地域へ
発信する。 

カ 教育の情報化を推進し、ＩＣＴの利活用により学習活動における教育効果を高めるとともに、
児童生徒の情報活用能力の向上及び情報モラルの育成に取り組む。 

■今・将来を見据えた地域とともにある魅力ある学校づくり 
 キ 今そして将来の「輝く学校像」、また、今後の各学部の整備等の方向性を踏まえ、学校運営協

議会を機能させて、学校、保護者、関係機関、地域が一体となった学校づくりを行う。そのた
めの今年度の一歩を明確にして、協働により実践し、それらを発信する。 

 ク 魅力ある学校、安心・安全な学校像を全職員で共有し、学校裁量予算を計画的、組織的に執行
する。 

 ケ 「学校を花と緑いっぱいに」を目標に、児童生徒、職員、保護者で協働して、学校整備及び環
境保全・美化に取り組み、潤い溢れる学校づくりを推進する。 

 コ ＩＣＴを活用した校務改革、会議方法の工夫、資料のペーパーレス化、保護者等との連絡方法
の工夫等を行い、教職員の働き方改革を推進する。 

 サ 近隣小中学校との交流及び共同学習並びに居住地校交流について、両校の実態や状況に応じて
実施方法等を工夫し、柔軟性を持って取り組む。 

 シ 特別支援教育コーディネーターを中心として、センター的機能の一層の充実を図り、巡回相談
や研修会等を通して地域における特別支援教育の推進に寄与する。 

 

 

３ 自己評価総括表 
  評価項目 

評価の観点 具体的目標 具体的方策 評価 〇成果 ●課題 
大項目 小項目 

  
  
 Ａ 
学校 
経営 

 

①  
学校教育
目標の具
現化に向
けた校務
推進 
 

学校評価項
目に基づい
た各分掌業
務の充実と
改善 

・教育目標の
具現化に向け
、学校評価項
目の具体的目
標を確実に実
践し、PDCAサ
イクルをまわ
しながら、校
務推進してい
く。 

・上半期の時点で、学
校評価項目の進捗状
況（成果と課題）を
整理し、下期におけ
る改善点を明確にし
て実践する。 

 
・学校評価アンケート
結果を丁寧に分析し
次年度教育目標や教
育活動に生かす。  

 

 
 
 
 
 
Ａ 

〇上半期（10月）の時点で学
校評価項目の進捗状況（成
果と課題）を整理し、下期
における改善点を明確にし
たうえで、実践につなげる
ことができた。 

 
〇学校評価アンケート 

（保護者・職員対象）
は、マイナス評価のあっ
た項目を中心に課題やそ
の背景について検討する
ことができた。 

 
②  
働き方改
革の推進 

在校時間の
上限を意識
した計画的
な業務遂行 
 

・職員の超過
勤務時につい
て、昨年度の
月平均２９時
間を２７時間
台まで削減す
る。 

・毎月の超過勤務状況
をデータ及びグラフ
化し、個人業務の取
組状況を的確に把握
し、効率化・平準化
を推進する。 

 

 
 
 
Ｂ 

○12月までの月平均29時間56
分となり、昨年同時期より
月平均で7分削減を達成。
なお、職員の78.7%が月45h
以内という状況である。 

 
 



 
 
 
 
 
・管理職による分掌部
長面談を実施し 

 分掌業務の改善・平
準化を図る。 

●月45h以上の職員の多くが
常態化している傾向があり
学部主事面談を通して、各
人の健康状況把握を継続し
て行っていく必要がある。 

 
〇部長面談を実施し、各分掌
業務状況を把握することが
できた。次年度の業務内容
及び人員構成に生かしたい 

 
ワークライ
フバランス
に向けたメ
リハリある
働き方 
 

・リフレッシ
ュに向けた年
休取得率を向
上させる。【
全職員対象】 
 
 
・時差出勤を
導入‣活用し、
フレキシブル
な働き方を推
進する。 
 
・専門性向上
に向けた研修
受講に伴う職
免取得率を向
上させる。 
【教諭対象】 

・課業日においては会
議・研修等が無い日
の取得促進や、休み
に伴う職員シフトの
柔軟な対応による私
的行事に係る取得促
進を周知するなど、
取得しやすい環境整
備を推進する。 

 
・時差出勤を申請しや
すいように、会議研
修の設定時間を工夫
周知する。 

 
・時差出勤導入の課題
を整理し、より良い
時差出勤の在り方に
つなげる。 

 
・各種研修の周知に加
え、管理職による期
首面談を通じ、経験
年数に応じた研修受
講を促進する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 

〇時差出勤導入に向け、申請 

方法・ルール、環境整備を行 

うことができた。 

夏季長期休業中の活用率は 

40％、冬季長期休業中 31％ 

であり、時間外勤務の短縮 

につながっている。 

 

〇通常日の時差出勤申請者が

限定的であるため、今年度

の試行取組をベースに次年

度の環境整備やルールに生

かしていきたい。 

 

 

〇特別支援教育における専門

性向上に向けて、校内研修 

 および校外研修の参加が見 

られた。研修記録システム 

の PLANT も稼働させること 

ができた。 

③  

業務改善 

全職員が主
体的に進め
る業務改善 
 

・全職員によ
る業務の見直
しと改善を行 
い、分掌部業
務の引継ぎや
校務マニュア
ルの活用によ
り、業務遂行
がスムーズに
行えるように
する。 
 

・全職員より業務改
善アイディアを募
集し、実施可能な
ことから実施、業
務改善していく。 

 
・各分掌部で年間の

業務の見通しと、
業務の分担の状況
が分かる「年間業
務分担表」を作成
する。 

 
・校務マニュアルを

より活用しやすく
更新する。  

 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 

〇7月末に、意識調査および
アイディア募集アンケート
を実施した。 

 アイディアは70件寄せられ
た。担当部署で回答を行い 
業務改善につなげた。 
 

●代替案ない意見もあり 
 次年度から代替案の記入を

必須化していく。 
 
●分掌部ごとの「年間業務分

担表」の作成を今後も呼び
かけていく。 

ICTの活用
による効果
的な業務遂
行 
 

・ICTを活用す
ることで教職
員の校務を効
率化する。 
 

・日々の校務の効率
化につながるICT活
用のアイディアや
方法を学ぶ研修を
行う。 

・校務の生産性を高
めるAIの活用研修
を行い、校務にAI
を活用していく 

 

 
 
 
 
Ａ 

〇校務効率化につながるICT
活用研修を8回実施した。
特にパワーポイントやエク
セル等のショートカットキ
ー活用は作業効率向上に役
立ったという声があった。
参加できなかった職員も資
料を共有して活用してもら
うようにした。 

 
〇AI活用研修を３月に計画、

実施予定である 



 
Ｂ 

授業 
の充実 
 

①  
カリキュ
ラム・マ
ネジメン
トの推進 

学部間で系
統性のある
教育課程の
改善 
 

・効果的な指
導形態の選択
方法について
着目し、各学
部で単元毎に
評価を実施す
ることで、系
統的な各教科
等の目標、内
容の履修につ
いて検討を行
う。 

・各学部各学年単位
で、児童生徒の習
得状況をもとに、
特定の教科や指導
形態での指導につ
いて、単元・題材
ごとに検討する時
間を月１回３０分
程度設定する。 

・年間指導計画を活
用し、３段階評価
で、当該単元・題
材を評価し、教育
課程の評価につな
げる。 

・教育課程検討委員
会を実施し、学部
間の指導について
共通理解を図る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 

○学部もしくは学年等で月１
回の授業評価に取り組むこ
とができた。 

 
○特に各教科等を合わせた指

導では、合わせている教科
全てを個別に評価したこと
で、次年度に向けて、合わ
せる教科を精査することが
できた。 

 
〇指導内容と年間指導計画の

関連を明確にするため、相
互の関係についてそれぞれ
の文書内に明記するように
した。令和７年度は、双方
の文書を適宜参照しながら
「何を教えるか」を明確に
した授業実践を啓発してい
きたい。 

 
②  
自立活動
の指導の
充実 

自立活動の
個別の指導
計画を踏ま
えた授業実
践の充実 
 

・一人一人の
児童生徒の実
態に応じた指
導に向け、手
続きに沿った
自立活動の個
別の指導計画
を立案する。 
・自立活動の
個別の指導計
画を踏まえた
授業づくりや
指導の工夫に
ついて検討す
る。 

・前期の学部研究等
の時間に、自立活
動の個別の指導計
画の手続きの方法
や、作成するとき
のポイントについ
て説明し、全職員
でグループを組ん
で演習を行う。 

 
・一人一人の児童生

徒の目標達成のた
め、授業の中でそ
れぞれの目標に迫
ることのできるよ
うな学習指導案の
フォーマット化を
行う。またスキル
アップ研修を通し
て、指導の実際や
適切な評価の在り
方について検討す
る。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 

〇個別の指導計画の手続きに
沿って、全４回に分けて演
習を行うことで一つ一つの
手続きのポイントを丁寧に
抑えることができた。 

 
●児童生徒の中心的な課題を

導く流れや、それを指導仮
説として書き表すときに難
しさを感じている職員が多
く、より詳しく、分かりや
すい例を示す必要がある。 

 
○スキルアップ研修や初任者

研修の研究授業や授業研究
会を通して、個別の指導計
画の基づいた学習指導案の
作成について検討すること
ができた。 

 
●代表授業では、個別で指導

する際の学習指導案の検討
を行った。本校では集団で
の指導を行っているクラス
が多いため、ニーズに応え
るために、集団で指導する
際の学習指導案の検討も行
っていく必要がある。 

 
③  
教育の情
報化 

ＩＣＴの利
活用による
学習活動の
充実 
 
 
 

・授業や個別
学習における
児童生徒のICT
活用を積極的
に推進し、児
童生徒の情報
活用能力を高
める。 
 
 
 
 
 
・職員のＩＣ
Ｔキャリアや

・全体指導計画に、児

童生徒の ICT 活用に

必要な「基本的な操

作学習」「プログラミ

ング学習」を位置付

け、教務部と連携し

た取組を進める。 

・学校情報化優良校と

して授業実践を小

中高１つずつあげ、

認定を継続する。 

・授業におけるＩＣＴ

 
 
 
 
 
 
Ｂ 

〇各学部全体計画に従って「
基本的な操作学習」や「プ
ログラミング学習」が実施
できている。 

 
●「プログラミング学習」「
基本的な操作学習」が小中
高と一貫して学べるような
カリキュラムの設定が必要
である。 

 
〇来年度の学校情報化優良校
として授業実践を小中高で
１つずつまとめることがで
きた。 



ニーズに合わ
せた研修等を
充実する。 
 

活用に関して、教師

のニーズに合わせた

研修ができるように

事前アンケートを実

施し、これを基に職

員研修を年に４回以

上企画する。 
 

〇研修内容も3段階に設定し
先生方のニーズに合った研
修を行うことができた。 

 
〇授業におけるICTの効果的
な活用に関する研修を、５
回行うことができた。 

④  
授業改善 

資質・能力
の育成に向
けた指導と
評価の一体
化 

・資質・能力
の育成に向け
て、３観点評
価の理解を深
める。 
・題材評価シ
ートを活用し
授業実践の土
台をつくる。 

・月１回の学部研や校
内研修を通して３観
点評価の視点や題材
計画シートの書き方
を示す。 

 
・題材計画シートを活
用し、３観点評価を
意識した授業づくり
を行い、授業後に３
観点評価の理解や題
材評価シートを活用
した授業実践のアン
ケートを実施する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 

〇観点別学習状況の評価や学
習評価について、資質・能
力の育成に向けた指導と評
価の一体化についての校内
研修を行ったことで、３観
点評価の理解や考え方を職
員に伝えることができ、ア
ンケートでは８割程度の職
員が概ね理解できたと回答
があった。 

 
●学習評価についての理解を
深めたうえで、授業づくり
や授業実践、授業改善まで
には至っていない。また、
学習評価の書き方について
は、難しいと感じている職
員もいる。 

 
 

Ｃ 
キャリ
ア教育 
(進路 
指導) 

①  
進路情報
提供の充
実 

生徒・保護
者のニーズ
に応じた進
路情報の提
供 

・生徒や保護
者のニーズを
把握して、内
容に応じた適
切な方法で、
進路に関する
情報を発信し
た上で、各学
部でニーズに
応じた情報の
活用を図る。 

・アンケートや個別面
談等を通して、生徒
や保護者のニーズを
把握・整理し、優先
順位を付け、進路だ
よりで情報を発信す
る。 

・個別対応が必要なニ
ーズは面談等、個別
の場面を捉えて情報
発信する。 

・進路だより等で発信
した情報は、学部会
等を通して職員にも
周知し、進路指導部
と連携をしながら活
用を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 

〇アンケート等で保護者のニ
ーズを把握し、進路ニュー
スで発信する内容、個別対
応する内容、研修で対応す
る内容に整理し、進路だよ
りを作成したり、ＰＴＡと
連携して、ＰＴＡ進路研修
の内容に反映したりした。 

 
●個別対応については、高等
部は、進路指導部から担任
を通じて生徒や保護者に情
報を発信した。小中学部に
ついては、個別対応の機会
があまりなかったため、進
路指導部と連携して情報提
供を行うように提案する。 

 
②  
自己の在
り方・生
き方を考
え、職業
観・勤労
観を育む
指導の充
実 

キャリア・
パスポート
の活用 

・児童生徒に
応じたキャリ
ア・パスポー
トを作成し、
学習状況記録
と振り返り、
活用を行う。 

・年度初めにキャリア
・パスポート研修や
学部会で職員全体で
の共通理解を図ると
同時に、学部ごとに
好事例（様式）を紹
介し、児童生徒に応
じてそれらの様式を
使用できるようにす
る。 

 
・学期初めや学期末、
行事等活用でき 
る時期に活用の呼び
掛けを行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 

〇年度初めに各学部のキャリ
ア・パスポートの好事例を
集め、キャリア・パスポー
ト研修や学部会等で職員全
体に紹介をした。好事例は
ファイルサーバに保存し、
全職員が使用できるように
した。 

 
〇キャリア・パスポートを意
識して学期の反省や目標を
立てることができた。また
中学部３年生や高等部３年
生は卒業後の目標を立てる
など将来を見通した活用に
もつながった。児童生徒が
自ら見返す姿も多く見られ
るようになった。 



●年度末にまとめて綴じる学
級もあるため、年度初めに
ある程度内容を精選してお
く。 

 
 

Ｄ 
生徒 
(生活) 
指導 

①  
児童生徒
の安全な
生活とよ
り効果的
な生徒（
生活）指
導 
 
 

学校、家庭
関係機関地
域との連携
強化 

・個々の児童
生徒に応じた
生活指導を行
い、健全な学
校生活を送る
ことができる
ようにする。 

・ケース会議や個別面
談等を通して、個々
の児童生徒の実態を
把握し、必要な情報
を共有しながら生活
指導に生かす。 

 
・地区の学校や警察と
連携して、生活安全
等に関する情報を共
有する。 

 
・スクールロイヤーを
活用してインターネ
ットやスマホ問題へ
の対応についての授
業を計画し、実施す
る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 

○学部ごとに、必要に応じて
ケース会議や個別面談等を
実施し、必要な情報を関係
機関や職員間で共有しなが
ら、児童生徒の生活指導を
行うことができた。 

 
○合志市地区学校等警察連絡
協議会に参加し、地区の学
校や警察と連携や情報共有
を図った。そこで得た情報
を、安全生活部と共有し、
必要に応じて職員全体への
周知を行い、児童生徒への
生活指導に生かすことがで
きるようにした。 

 
○スクールロイヤーを活用し
、弁護士を講師に招きイン
ターネットやスマホ問題に
関する授業を実施すること
ができた。 

 
 
 Ｅ 
人権教
育の推
進 

①  
日々のあ
らゆる教
育活動に
おける人
権尊重の
観点から
の具体的
実践 

日々の教育
活動の実践
と振り返り
による人権
尊重意識の
向上 

・日々の実践
を基に職員間
で意見交換を
重ね、人権感
覚をさらに高
める。 

・人権教育に関する実
践をレポートにまと
め、学部を超えてお
互いの取組を知った
り考えを述べたりす
る機会を設定する。 

 
・学期の節目に人権に
配慮した支援のあり
方を振り返り、共有
する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 

〇全職員で人権レポートの作
成に取り組み、夏季休業期
間中に５、６人の学部混成
グループにてお互いのレポ
ートを読み合う機会を設け
人権に配慮した支援につい
て学び合うことができた。 

 
●本校において児童生徒の呼
称の統一化をしていること
について、アンケートで、
一部の職員から「知らなか
った」との回答があり、取
組の方向性を十分に共有で
きていなかった。 

 
②  
命を大切
にする心
をはぐく
む指導の
充実 

自尊感情・
自己実現・
共生の視点
を踏まえた
子供の心に
深く響く教
育活動の実
践 
 
 

・「命を大切
にする取組」
等の授業を各
学部ごとに実
施する。 

・人権週間をはじめ、
各学部の実態に合わ
せて、自分や他者を
大切にすることを主
題とした授業を教科
横断的に実施する。 

 
・人権学習を受けた児
童生徒の変容につい
て、アンケート調査
を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 

〇特設の自立活動の時間や特
別の教科道徳で他者とのか
かわり方についてとりあげ
たり、教育活動全体で機会
を捉えて思いやりについて
伝えたりするなど、相手の
ことを大切にすることを知
る取組を行った。 

 
〇各学級での取組において、
友達同士で関わり合う場面
を設定したり、友達の良い
ところを探す話の読み聞か
せをしたりするなど、児童
生徒の実態に合わせた内容
を実施することができた。 

 
●各教科等の授業のどの部分
に人権教育の視点が組み込
まれるか、明確化すること
が十分ではなかった。 



 
 Ｆ 
いじめ
の防止
等 

①  
いじめ防
止のため
の取組と
重大事態
の予防 
 

いじめ防止
等の対策に
向けた組織
的な取組 

・学校いじめ
防止基本方針
に基づく取組
を、組織的か
つ実効的に行
う。 

・学校いじめ基本方針
について、年度当初
の職員会議で職員周
知を行う。 

・「いじめ防止対策委
員会」を年３回行い
、未然防止、早期発
見、事後対応につい
て、組織的に検討し
実行する。 

・「心のきずなを深め
る月間」の取組等に
より、児童生徒が相
談しやすい体制づく
りをする。 

・「愛の1・2・3運動
」を職員に周知し、
実践を徹底していく 

・各学部の児童生徒の
気になることを月１
回程度集約し、必要
に応じて情報を職員
に周知し対応する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 

○４月の職員会議で「学校い
じめ基本方針」および「愛
の1・2・3運動」を職員に
周知、共通理解を行った。 

 
○６月に全児童生徒への教育
相談を実施できた。聞き取
りが難しい児童生徒は、保
護者等への聞き取りを行っ
た。個別のケースに応じて
対応を行っている。 

 
○７月、１２月にいじめ防止
等対策委員会を実施し、外
部専門家から助言をいただ
くことができた。（３回目
は２月１８日に実施予定） 

 
○学部会等で児童生徒の気に
なることについて、共有す
ることができた。 

 

 
 Ｇ 
地域 
支援 

①  
特別支援
教育のセ
ンター的
機能の充
実 

巡回相談等
の充実 

・合志市内の
すべての小中
学校に対して
利用を促進し
連携の強化を
図る。 

・年度当初から中学
校ブロック会議等
で巡回相談につい
て説明する時間を
設けてもらうなど
積極的に利用を促
す。 

 
 
 
 
 
Ｂ 

〇４ブロックの会議すべてで
案内チラシを配付して、巡
回相談の利用について再度
説明。 

 
●１月１５日時点で、小学校

１校、中学校１校が未利用
（ただし中学校は授業参観
済み）。小学校は昨年度も
利用のなかった学校であり
合志市教育委員会と連携し
て対応したい。 

 
②  
地域とと
もにある
学校づく
りと共生
社会推進 

学校間・居
住地交流お
よび共同学
習の継続と
充実 

・交流及び共
同学習の様子
を、学校ＨＰ
等を活用して
発信する。 

・学校間交流の様子を
学校ＨＰで紹介して
いく。 

 
 
Ａ 

〇中学部と西合志中学校との
学校間交流を学校ＨＰで紹
介した。１２月に小学部も
実施しているため、今後ア
ップしていきたい。 

 
Ｈ 

健康で
安全な
学校生
活 

①  
安全安心
な学校給
食の実施 

栄養教諭や
共同給食を
実施してい
る支援学校
との連携 
 

・個別対応食
の提供等安全
・安心な給食
の提供に努め
る。 

・個別対応食（アレル
ギーや食事形態等）
の児童生徒について
、年度初めに職員間
で共通理解を図ると
ともに該当児童生徒
のアレルギー取組プ
ランの作成を通して
、栄養教諭との連携
を深める。 

 
・給食担当や担任が毎
月の献立表で対応食
の確認をする。食事
形態については担任
・保護者と連携を図
り、必要に応じて変
更を検討する。 

 
・月１回の給食担当者
会（栄養士・各学校
担当者・業者）を実
施し、給食に関する

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 

〇昨年度同様、アレルギー対
応が必要な児童１名のアレ
ルギー取組プランを作成し
保護者・担任・給食担当・
管理職・栄養教諭（黒石原
）と改めて共通理解を図る
ことができた。 

 
〇食事形態については年度当

初に担任・保護者間で確認
を行った。今後形態を上げ
るとなると、業者は人手不
足で行えず、学校で担任が
はさみでカットすることで
対応可能となるため、保護
者と相談する。 

 
●食材費の高騰による食事提

供量の減少を防ぐため、栄
養教諭らと連絡を取り合い
ながら、給食費の価格改定
等も視野に入れながら対策
を検討している。 



情報交換会を行う。
また、得られた情報
を関係職員や管理職
と共有し改善につな
ぐ。 

 

〇混ぜご飯を白ご飯と具に分
けて提供するなど、児童生
徒の実態に合わせた提供方
法を試行した。 

 
●現在一部の食缶の内容量が

満杯で、今後も生徒数の増
加が見込まれることから、
東臣より食缶の買い替えや
コンテナの買い足しを求め
られている。早急に予算を
組み、買い替え（買い足し
）等の対策を進めていく必
要がある。 

 
②  
コミュニ
ティ防災 

地域の関係
機関との連
携 
 
 

・児童生徒が
自助・共助と
いった防災意
識を高めるこ
とができるよ
う近隣校や地
域との連携を
図る。 

・自助の意識がより
高まるよう、ショ
ート訓練を月１回
実施し、ヘルメッ
トの調整や備蓄品
の確認等を行う。 

 
・共助の意識が高ま

るよう、隣接の支
援学校との合同避
難訓練で二次避難
を実施、避難方法
を確認する。 

 
・避難訓練等を通し

て、消防や警察等
と情報共有を行っ
ていく。 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ａ 

〇月毎にショート訓練の時間
を変更し、様々な学習時間
帯で避難行動をとることが
できた。また各クラスの実
情に応じてヘルメット調整
等を実施することができた 

 
〇11月下旬に合同避難訓練を

実施し、中学部は避難場所
として隣接支援学校の体育
館を見学した。今後も近隣
校との連携を考え、主体的
な訓練を計画していく。 

 
〇消防や警察に本校の現状を

伝え、ＡＥＤの使用や不審
者侵入時の対応等について
意見をいただいた。 

 
 

Ｉ 
教育環
境の整
備 
 
 
 

①  
学校環境
美化 

環境に関す
る学習活動
の実践 
 

・環境教育に
関する実践
的な学習内
容を設定し
児童生徒の
実態に応じ
た指導・支
援を行う。 

・各学部や発達段階に

合わせた環境教育を

授業・学部集会・全

校集会の中で取り扱

う。 

・学級活動の中で、花

いっぱい運動を展開

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

〇２学期最初の全校朝会にお

いて、学校ISOに関する提

案（ごみ分別）を行った。 

 

●これから各クラス、燃える

ごみとプラスチックごみを

入れるごみ箱を設置し、取

り組んでいく。 

 

〇６月と１０月の２回、時期

の花苗を学級活動の時間を

使って、学級園の整地やプ

ランターに植えて、水やり

を行った。 

 

②  
学校裁量
予算の効
果的活用 

学校裁量予
算の計画的
、組織的な
執行 

・教育環境の
整備と充 

実を図る。 

・学校経営、学校教育
の進捗状況に応じ、
年４回の裁量予算組
替や必要経費の見直
しを行う。 

 

 
 
Ａ 

〇必要経費の見直し及び予算
の組替えを行い、計画的に
執行できた。中１教室前廊
下の床張替他修繕を行い、
教育環境整備ができた。 



 
 Ｊ 
地域連
携(ｺﾐｭ
ﾆﾃｨ･ｽｸ
ｰﾙなど
) 

①  
学校運営
協議会の
実施 

学校、保護
者、関係機
関、地域が
一体となっ
た学校づく
り 

・取組テーマ
設定、これに
向けて学校・
保護者・地域
が一体となっ
た学校づくり
を推進する。 
 
・保護者、関
係機関、地域
との顔の見え
る関係づくり
を構築し、協
働による活動
を実施する。 

・年３回の協議会を実
施し段階的かつ発展
的な内容構成として
いく。 

 
・地域と学校とのニー
ズのすりあわせ 今
後の本校教育の在り
方や地域資源 の活
用等について協議し
実際の教育活動に生
かす。 
 

・協議会での意見を反
映させた教育活 動
等を実践・報告する
ことで「見える化」
につなげる。 

Ａ 

〇年3回の協議会を段階的か
つ発展的な内容構成にする
ことができた。 

 第１回：学校教育目標等承認 
 第２回：就学前及び進路課題

    専門性向上の取組 
 第３回：学校評価総括等報告 
 
〇運営協議会委員からの積極
的かつ貴重な意見により、
教育活動や職場環境の充実
につながっている。 

 
 

 


